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12・1 

強
制
委
一
議

三
七
七
条
二
項
は
、
「
明
F

同
な
無
関
心
の
場
合
又
は
阿
裂
が
親
権
の
令
部
又
は
一
部
を
行
使
す
る
こ
と
が
小
可
能
な
場
合
に
は
、
了

前

を
受
入
れ
た
例
入
、
施
設
、
又
は
県
の
児
’
亘
社
会
援
助
機
関
は
、
同
様
に
、
組
権
の
行
使
を
全
’
凶
的
に
又
は
部
分
的
に
委
譲
し
て
も
ら

う
た
め
に
裁
判
引
に
仲
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
強
制
委
譲
の
松
拠
は
、
同
調
が

f
に
つ
い
て
明
ら

か
に
M
…
…
関
心
で
あ
る
こ
と

（①）

と
、
親
権
行
使
が
で
き
・
な
い
乙
と

（①
）
に
あ
る
。

① 

強
制
安
譲
｜
明
’円
な
無
関
心

一
肉
親
が
子
に
刈
し
て
明
ら
か
に
飢
同
心
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
に
訴
え
て
、
親
権
を
強
制
的
に
委
一
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
九

強
制
委
譲
に
周
し
て
一
－

0
0
一
年
法
相
で
改
止
さ
れ
た
の
は
次
の
二
一
点
で
あ
る
の
第
一
に
、
そ
れ
ま
で
は
子
の
引
渡
し
を
両
親
が
任

志
に
行
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
両
親
の
意
思
を
推
定
し
、

そ
こ
に
委
譲
を
可
能
に
す
る
恨
拠
を
置
い
て
い
た
た
め
、
委
設
の
安
件
と
し
て
、

両
親
に
よ
る
子
の
任
立
の
引
波
し
と
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

たれ

二
O
O
－
－
年
法
律
は
と
の
要
件
を
撤
廃
し
、
現
行
法
で

は、
J

ナ
が
任
意
に
引
波
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
強
制
的
に
委
譲
す
る
こ
と
が
り
能
で
あ
る
心
第
二
に
、
旧
法
で
求
め
ら
れ
て

一、府
内
）

い
た
一
年
間
以
よ
の
無
関
心
と
い
う
期
間
制
限
も
削
除
さ
れ
た。

第一

Jι
、
無
間
心
に
「
明
白
な
↓
と
い
う
形
容
詞
が
新
た
に
つ
け
ら

れ
た
。
以
上
の
一
：
つ
の
改
正
点
の
う
ち
、
第
－
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
第
一
；
第
J

一の
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
上
の
遺
棄
守
一

一色百を
定
め
た
‘
一
－4
0
条
と
関
係
す
る
の
で
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
検
討
す
る
、

ネ
イ
ラ
ン
ク
が
間
接
的
な
委
託
と
表
現
す
る
と
の
で
：
4
0
条
は
、
養
子
縁
組
を
行
う
た
め
の
い
川
提
手
続
と
し
て
行
わ
れ
う
る
J

》
も
の
で

h

河
川
J

あ
り
、
そ
の
日
的
は
、
両
親
の
同
意
な
く
し
て
直
接
に
幸
子
縁
机
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
－二
凶
七
条
一
一
げ
す
、

J

一五

O
条
斗
項
参

照）
。
二
五

O
条
－
項
の
丈
一
百
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ミ
「
遺
棄
宣
言
の
請
求
の
開
始
前
の
－
午
問
に
、
両
親
が
明
’
円
に
川
閑
心

で
あ
り
、
個
人
、
施
設
ま
た
は
児
主
社
会
援
助
機
関
に
受
入
れ
ら
れ
た
子
は
、
大
一
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
遺
棄
が
宣
言
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

（阪大法学）日o(z 148) :184 :zo10. 7: 



両
親
が
重
大
な
窮
乏
に
あ
る
場
合
と

第
阿
項
に
定
め
る
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い

d

両
親
が
子
に
つ
い
て
川
明
ら
か
に
似
関
心
で

あ
る
と
き
か
ら
－
作
の
期
間
が
渦

f
す
れ
ば
、
了
を
受
入
れ
た
個
人
、
施
設
ま
た
は
児
市
相
会
援
助
機
関
は
、
遺
・
来
店
日
一
一
一
門
の
請
求
を
伝

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
－
二
十
九
つ
条
に
お
い
て
も
、
そ
の
袋
件
と
し
て
明
円
な
無
関
心
が
求
め
ら
れ

て
い
る
〈
学
説
は
、
こ
の
＝
一
石
川
O
条
に
お
け
る
無
関
心
と
、
会
一
一
七
ヒ
条
に
お
け
る
無
関
心
は
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
一
欽
し

一一初
d

て
い
る
c

一
二
七
七
条
と
大
き
く
見
な
る
点
は
、
三
古
川

O
条
が
そ
の

4
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
の
委
譲
の
対
象
と
な
る
規
住
は
、
親
権
の
行

使
に
限
ら
ず
、
視
権
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
親
権
の
吾
巳
包
広
〔
帰
属
〕
を
も
奪
う
委
譲
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

そ
の
後
に
む
わ
れ
る

差
f
T
縁
釈
に
よ
っ
て
親

f
関
係
を
も
断
絶
き
ぜ
る
’
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
む
ま
た
、
ム
三
五
O
条
が
定
め
る
一
年
の
期
間
制
限

フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

は
、
ム
一

O
O
二
年
改
正
で
も
削
除
さ
れ
ず
、
こ
の
点
で
＝
一
七
七
条
－
一
項
の
定
め
る
委
譲
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
美
一
異
は
、
迅
速
性

と
い
う
点
で
委
譲
に
、
重
要
性
と
い
う
点
で
養
子
縁
組
に
、
期
間
制
限
に
閲
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
J

一五

C
条
が

前
提
と
す
る
養
子
縁
組
は
、
親
－
十
関
係
に
か
か
わ
る
措
置
で
あ
る
が
放
に
よ
り
重
い
制
限
が
課
ぎ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
七
七
条
二

，M
の
委
譲
は
、
養
了
材
組
が
必
要
で
な
い
場
合
に
、
了
を
受
け
入
れ
た
者
に
対
し
て
よ
わ
迅
速
に
法
的
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
二
つ
の
規
定
に
共
通
す
る
明
白
な
燕
関
心
と
は
、
同
一
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
九

hu－

pm削
－

J

一芥

O
条
は
－
向
説
と
共
同
生
活
を
し
て
い
な
い
ブ
十
を
対
象
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
巾
立
権
者
は
、
ー
ナ
を
世
話
す
る
者
又
は
概
閲
で
あ
る
。

た
だ
し
、

同
’組
で
な
く
家
族
構
成
員
が
既
に
子
の
山
一
計
を
引
き
受
け
て
い
る
場
合
に
も
遣
烹
宮
一
一
円
は
な
さ
れ
な
い
c

例
を
挙
げ
る
。

一
九
七
一
五
千

O
月
二
－
日
破
致
院
判
同

〔
事
実
〕
母
・
副
X
が↓
r
A
を
「
フ
ラ
ン
ス
養
子
縁
組
家
族
」
と
い
う
機
闘
（
何
ら
か
の
事
情
で
親
が
育
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
の
養

「
縁
机
を
斡
枕
す
る
慈
善
団
体
）
の
長
に
安
ね
、
養
下
松
組
ー
を
可
能
に
す
る
た
め、

A
の
「
遺
棄
証
書
」
に
署
名
を
し
た
が
、
そ
の
後

阪大法学J60 (2 149) :o8S〔2010.7〕



~l1. 

思
い
f

山但し、

X
に
よ
る
A
の
認
知
、
か
A
の
出
生
証
書
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

出
生
証
古
川
の
抜
粋
に
は
親
子
関
係
が

前

A
に
悶
ず
る
完
〈
下
養
了
縁
組
へ
の
承
訟
を
↑
つ
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
上
記
機
関
は
、
げ？ム

A
を
受
入
れ
家
族
で
あ
る
Y
夫
婦
へ
と
引
渡
し
た
。
X
は
、
円
ら
の
息
子
で
あ
る
A
のリ交

P

十
縁
制
に
反
刻
し
て
い
る
こ
と
を
、
様
々
な
’
訳
、

機
会
に
知
ら
し
め
た
が
、

k
記
機
関
は
、
裁
判
上
の
遺
史
官
一
一
円
を
請
求
し
た
仁
控
訴
院
は
、
以
前
に
な
し
i

た
「
遺
来
正
書
」
及
、
び
親
族
総

会
が
与
え
た
養
子
縁
組
に
対
す
る
同
意
を
川
効
と
し
た
k
で
こ
の
請
求
を
認
め
、
商
権
を一
Y
夫
射
に
安
一
議
し
た
。
X
は
、
二
一
五

O
条

の

山
ワ】

叫－
h
な
川
関
心
で
あ
る
か
－
台
か
を
控
訴
院
は
止
当
に
判
断
し
て
い
な
い
と
し
て
、
k
告
し
た

u

M

X
が
明
白
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
子
へ
の
訪
問
は
、
三
年
間
に
．

一
凶
で
、
的
一一、

t
，
／
 

阪

〔
判
旨
〕

な
い
も
の
と
記
載
き
れ
て
い
た
た
め
に
、
組
族
会
は
、

正
の
託
置
施
設
へ
了
の
状
況
を
尋
ね
る
こ
と
も
稀
、
さ
ら
に
は
決
め
ら
れ
た
再
会
の
日
に
も
米
る
の
が
」
忘
れ
る
な
ど
の
態
度
か
ら
、
x 

は
一
年
間
以
上
の
明
向
な
無
関
心
が
あ
っ
た
と
判
断
し
、
訴
え
を
棄
却
し
た
れ

－
九
九

O
年
一

O
灯

一
一
川
パ
リ
持
訴
院
判
決
で
は
、
ソ
T
の
父
組
の
死
亡
後
、
父
方
の
利
母
、
が
実
際
に
ノ
十
J

を
養
育
し
て
お
り
、

ヘ
以
叩
」

母
親
は
－
一
年
間
、
了
と
一
切
の
交
流
を
し
て
い
な
か
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
祖
母
に
対
し
て
委
譲
が
認
め
ら
れ
て
い
る
c

ま
7こ

以
一
よ
の
よ
う
に
、
強
制
委
譲
り
安
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
両
親
の
子
に
つ
い
て
の
無
関
心
は
、
ぞ
れ
が
原
因
で
了
を
受
入
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
第
一
二
者
に
、
法
的
権
限
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。－

一O
O
二
作
法
律
改
正
に
お
け
る
一
安
件

の
緩
和
は
、

実
際
に
子
の
世
話
を
し
て
い
る
第
一
－－者へ

の
親
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
委
譲
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、

す
で
に
チ
に
つ
い
て
責
任
を
右
し
て
い
る
者
が
、
育
成
扶
賊
や
親
権
の
取
卜
げ
の
よ
う
な
餅
決
策
に
訴
え
る
こ
と
な
く
必
要
な
法
的
手

一
山
明
、

段
を
講
じ
う
る
よ
う
に
、
実
施
さ
れ
た
J

も
の
な
の
で
あ
る
c

次
に
、
阿
親
の
志
川
心
に
基
づ
か
な
い
安
一
棋
の
も
う
ひ
と
つ
の
長
件
に
つ
い

て
検
討
す
る
c



，，、＼C;0 

弘一制
A
Y議
川
杭
い
桧
行
侭

P

小
川
能
性

強
制
委
譲
ぞ
可
能
に
す
る
も
つ
ひ
と
つ
の
要
件
は
、

「
一
一
向
穀
が
茨
憶
の
全
部
又
は

却
を
行
佑
ふ
す
る
、
」
と
が
小
川
院

げに下山品工」し
r

」

アャ
、－
' 
"" ）子。
（ 

rn 

。
。
一
年
、
仏
沖
で
初
め
て
取
り
入
れ

午
、
り
妥
件
は
、
従
末
、
り
ず
ん
ぷ
ん
議
制
度
と
は
線
ど
附
す
る
」
け
て
、

七
七
条

ら
れ
た
説
件
で
あ
る
c

？
な
わ
ち
、

一
同
組
の
古
川
レ
を
閃
わ
な
レ
と
い
九
だ
け
む
た
く
も

肉
親
に
ば
責
め
に
帰
す
べ
き
怒
ん
は
が
な
い
に
も

か
か
わ
っ
ず
、
言
い
渡
さ
れ
う
る
心
げ
に
あ
る
c

親
権
行
使
が
r
h

可
花
な
胤
場
合
に
つ
い
て
止
め
た
一
じ
J
M
ん也市

墳
の

I
記
の
ー
壬
パ
に
阿
川
似
の
も
の
を
、
一
ロ
条
に
お
い
亡
ー
も
見
る
f

な
い
父
え
は
け
り
は
、

T
h

心
又
は
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
岡
山
国
に
「
ロ
っ
て
そ
の
（
山
田
ア
ピ
表
明
す
る
、
｝
乙
が
で
き

um〕

州
利
権
乃
γ

行
使
zT
釧
一
企
刊
さ
れ
る
」
乙
規
定
「
る
〕
組
権
者

P

～
る
ハ
人
目
り
が
一
二
じ
一
一
条
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ

／
）

J
U
山
内
、
安
ざ
る
。
一
一
し
一
欠
Ahd

一一一、
η
ノドトヒしハけ

J

、

：
C
1
4
E
F
 

ブう Jス伐における親拝CJ第 苦への手長（ ) 

ヲハU
〆一
L
f＼

父
母
の
川
公
官
の
行
涜
は
京
以
町
内
三
れ
、
そ
む
け
恥
果
、
一
一
七
七
条
項
の
叫
権
行
使
が
小

1
能
な
場
ム
ロ
と

川
能
わ
げ
と

そ
こ
で
、
J

次
に

ィ、
在

と
い
う
明
催
な

つ
の
原
料
が
挙
げ
ら
れ
て
い

一
七
一
条
の
安
打
に
コ
い
て
検
斗
刊
す
る
υ

七
h

来日し山口、

る

ll)j 

な
／引［

r~i 
,L、
九 斗ー

じー ノJ

｜人l 人ア
1ニに~ h 

寸 こ二J

る の l
)rti ール

制 ヒイ衣
安 一存
譲 条恨
lご i）：ゃ
あ ）足以
つ 用薬
でさ／立：

L も すし
iJ、 、 アニ ' 7こ
し＇］ IJ ぬIle

ゲ 、 f刊 今係
ン t'i が iこす
イわ ： 主 はる
コな 凶 、病
｛ま妥的 組三正
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二つ

H
の
ー
そ
の
他
の
お
ら

A

ゆ
る
原
出
一
と
い
与
正
三
日
一
段
川
円
で
あ
る
が
、

一Q
V

あ
る
い
は
投
獄
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
c

肉
親
の
ろ
ち
、

（
じ
一
条
の
一
）

権
の
わ
ル
授
は
他
行
川
（
り
誌
に
円
動
的
に
叩
認
す
る

こ
れ
ま
で
凡
て
き
た
よ
う
に
、
ι
I
K
円、委
JA

唯
一
一
は
も
ち
ろ
ん
、

な
川
県
悶
4JV九
九
六
ピ
ヲ
る
こ
と
に
、

t
t、

は
～
内
九
州
殺
の
首
田
U

を
そ
の
俣
ほ
に
見
山
山
す
こ
と
い
？
で
き
た

fl 

「
l主

問
初
の
士
山
川
仏
に
志
づ
く
二
と
な
く
手
伝
一
ぷ
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
明
、
ハ
カ
で
あ
る
r

こ
の
攻
ト
l

］
山
に
つ
い
て
、

〉
J

一弘～

制
去
の
A
円
立
的
側
対
を
強
化
す
る
こ
い
よ

J

げ
法
者
の
呉
川
と
示
梧
ず
る
1ζ

批
判
す
る
む
実
際
、

州

る
さ
叫
が
止
市
引
訂
さ
れ
て
お
り
、

リ
作
過
作
さ
は
、
仔
意
一
委
譲
を
奨
励
す

、一、

ま小人

〈
い
い
に
い
民
づ
く
調
ほ
行
使
の
以
交
が
わ
心
一

刊
改
正
の
汀
的
で
あ
っ
た
の
－

占ぃ、ノ）に
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ガ
レ
イ
ユ
は
、
こ
の
要
件
は
親
の
権
利
を
尊
重
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
瓜
に
子
の
附
請
を
す
る
者
へ
の
関
心
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
指
摘
す
る
ひ
「
説
権
の
既
定
を
簡
易
化
し
、
委
一
殺
を
利
則
し
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
立
思
が
先
行
し
て
、
立
法
者
は
、
千
と
離
れ

前

た
親
の
状
剖
が
、
了
を
引
渡
す
態
度
を
と
っ
た
の
か
合
か
、
悶
心
の
川
き
は
志
図
的
か
台
か
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の

－似－

と
こ
ろ
が
、
と
れ
ら
の
特
徴
を
チ
の
利
抗
の
名
の
下
に
無
視
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
却
っ
て

f
の
利
拾
を
減
じ
る
こ
と
に
な
る
l

と

｛

mv 

i
u
う
の
で
あ
る
。
そ
の
賛
否
は
と
も
か
く
、
視
と
第
－
二
者
の
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
と
る
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
綿
（
併
な
議

論
、
が
必
要
令
で
あ
る
内

一O
O
二
年
改
正
前
の
t

も
の
で
あ
る
が
、
家
族
事
件
裁
判
官
が
強
制
長
一設
を
認
め
た
具
体
的
な
場
令
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
例
が

あ
る
υ

出
生
時
か
ら
一
州
現
に
よ
っ
て
相
父
母
の
見
に
預
け
ら
れ
、
育
成
ぎ
れ
て
き
た
一
六
店
の
，
十
に
つ
い
て
の
現
権
を
相
父
付
に
安
一
議

「胤」

‘川）

し
た
事
例
、
異
母
兄
弟
に
つ
い
て
剥
権
の
委
譲
が
肢
に
官
告
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
異
母
ヘ
ハ
人
）
見
必
と
同
様
の
折
梢
を
採
っ
た
事
例
、

F

皿－

姉
、
が
父
親
か
ら
恐
怖
の
念
を
受
け
る
こ
と
を
町
南
と
し
て
委
託
の
対
象
を
妹
と
は
児
な
る
範
囲
で
認
め
た
事
例
、

母
親
の
牛
日
が
荒
れ

へ
売
春
及
び
麻
薬
の
常
河
）
、
了
は
利
父
母
の
必
で
『
玩
定
し
た
生
れ
を
送
っ
て
い
る
場
合
に
但
父
母
に
対
し
て
云
譲
を
認
め
た

て
お
り

事
例
な
ど
で
あ
る
υ

ま
た
、
二
つ
の
強
制
委
譲
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る

E
義
と
し
て
、
第
－
二
者
に
よ
る
巾
立
て
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
点
も
重
要
で
あ
る
。

一O
O
二
年
法
律
の
立
法
者
は
、
況
に
子
と
共
に
生
活
し
、
ソ
ナ
の
世
話
を
行
っ
て
い
る
第
二
者
が
白
ら

委
譲
を
申
h
u
－
て
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
下
と
第
＋一
一
者
と
の
関
係
を
よ
わ
柔
軟
に
風
神
し
よ
う

旦
川

w
－

と
す
る
の
で
あ
る
。

n 

格
利
義
務
関
係

次
に
、
制
権
を
委
一
議
す
る
と
中
l
事
者
の
権
利
誌
務
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
、
親
権
を
委
譲
し
て
も
、
両

（阪大法学）日［） (2 1日zl:088 :zo10. 7 : 



親
は
や
は
り
’
秘
権
者
で
あ
る
。
委
譲
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る

「時
e

の
場
合
に
も
、

委一増
附
さ
れ
る
対
象
は
、
原
則
と
し
て
親
権
の
内
科
を
構
成
す
る
権
利
義
務
の
う
ち
、
組
了
関
係
に
某
つ
か
な
い
部
分
の

日
市
川
）

フ
ラ
ン
ス
法
卜
の
表
現
で
一
百
え
ば
、
親
権
の
行
使
〔
2
0
5
2〕
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

〔
分
担
さ
れ
る
〕
対
象
は
、
親
株
者
た
る
地
位
を
合
ま
な
い
υ

全
部
畳
一議

み
で
あ
る
の

去三官「－

a
〔
帰
属
〕
を
委

訣
す
る
ヤ
」
と
は
で
き
な
い
c

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
親
権
を

Z
E
Eユ
芯
〔
帰
属
〕

と
行
使

7
5
E
B〕
と
に
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
照
向
は
、

次
の
諸
点
に
あ
る
う
ま
ず
、
民
法
山
ハ
を
み
る
と
、
第
一
編
第
九
章
「
親
権
」
第
一
節
「
子
の
’
川
河
上
に
闘
す
る
親
権
」
第

一節

「子
の
財

産
に
閲
す
る
糾
権
」
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
第
一
節
は
全
五
O
条
か
ら
成
り
、
そ
の
第
一
款
「
剖
権
の
行
使
」
の
前
に
、
人
条

に
わ
た
っ
て
‘
般
嵐
定
が
EXめ
ら
れ
て
い
る

（
一一七一

i
二
七
一
条
の

4
1
し
た
が
っ
て
、
親
権
の
行
使
に
閲
す
る
規
定
よ
り
前
に

フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

あ
－
る
こ
れ
ら
の
規
定
群
は
、
組
権
を
行
使
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
親
権
の
言
口
一
三
忌
〔
帰
属
〕
に
関
ず
る
。
次
に
、

「刊
明
、

－浦
、

規
格
の
取
よ
げ
の
制
度
は
、
親
権
を
行
使
し
て
い
な
い
親
に
対
し
て
J

も
一
百
い
注
さ
れ
う
る
c

つ
ま
り
、
取
h
げ
を
一
一
円
い
渡
さ
れ
る
糾
は
、
〕

九
泊
四

F

R

J
S

親
権
の
【
広三
回
司
王
〔
帰
属
〕
を
有
し
て
お
り
、
こ

の
岳
己
主
芯

〔
帰
属
〕
を
も
宇
う
こ
と
が
取
よ
げ
と
い
う
制
度
の
特
徴
で
あ
⑤
、
。
刊
山
，

ハu
oxv
 

什
ベ

υ
唱

i
p
hリ

リ
庁
ナ大阪

親
権
の

t
H己
包
尽
〔
帰
属
〕

は
、
・
4
権
の
行
位
の
態
様
か
ら
は
独
立
し
て
発
隠
さ
れ
る
権
利
と
義
務
と
を
含
む
の
で
あ
る
。

こ
の

μ一
別
を
念
頭
に
開
い
て
改
め
て
委
譲
制
度
を
見
て
み
る
と
、
任
意
委
一
識
を
定
め
た
二
七
七
条
項
や
強
制
委
譲
を
定
め
た
同
条

一J
刷
、
及
一
び
分
担
委
託
を
定
め
た
＝
一
七
七
条
の
一
第
二
項
に
お
け
る
去
譲
の
対
象
は
、
「
親
権
の
行
使
し
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と

こ
ろ
が
、
ー
で
も
仙
れ
た
よ
う
に
、
強
制
妥
誌
の
第

一
の
要
件
で
あ
る
明
白
な
無
関
心
を
同
じ
く
長
件
に
持
ち
、
ネ
イ
ラ
ン
ク
が
出
張

的
と
呼
ぶ
委
譲
は
、
「
裁
判
所
が
了
の
遺
棄
を
宣
言
す
る
と
き
に
は
、
同
じ
決
定
に
よ
っ
て
・
：
チ
に
つ
い
て
の
親
権
の
権
利
を
委
一
様
す

川
山山

一

と
脱
走
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
政
策

・
家
族
法
典
L
一
二
四
条
の
八
第

A

一
項
に
は

「
裁
判
所
は
：・
そ
の
者

る」

（一
一
五
O
条
4
項）

に
親
権
の
権
利
を
委
一
議
す
る
」
と
い
う
規
定
も
あ
る
つ
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
「
親
権
の
行
使
」
を
刈
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
親
権
の
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権
利
」
を
安
譲
の
刈
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
こ
こ
で
は
、
－
二
七
七
条
－
項
二
店
及
び
二
七
ヒ
条
の
－
第
二
尽
に
某
づ
く
委
譲
の
み

前

が
権
利
の
行
使
を
対
象
と
し
、
ネ
イ
ラ
ン
ク
の
い
う
間
接
的
な
委
譲
は
権
利
そ
の
も
の
を
意
味
す
る

E
己

EHC
〔
帰
属
〕
を
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
を
停
認
で
き
る
の
こ
の
通
い
が
何
を
立
味
す
る
か
の

Z
E
E尽
〔
帰
属
〕

を
有
し
て
い
る
場
合
と
、

2
4
5
2
〔行

使
〕
を
布
し
て
い
る
場
合
と
で
は
、
権
利
義
務
内
存
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
c

似
一
卜
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
規
住
の
拠
え
方
と
の
関
連
で
検
討
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
日
本
法
の
議
論
、
す

な
わ
ち
潜
在
的
制
権
請
に
つ

い
て
侍
認
し

（1
．
て
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
親
権
移
転
委
譲
に
お
い
て
委
一謀
者
と
被
委
譲
昔
そ
れ
ぞ

れ
の
置
か
れ
る
法
的
地
位
と
い
う
観
点
か
ら
、
各
人
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
考
え
て
い
く

A
m
L｝
 

1
．
日
本
法

（

2
．）υ
 

八
一
九
条
に
よ
る
と
、
離
婚
に
よ
り
、
夫
婦
は
、
現
行
法
上
も
事
実
上
も
、
子
の
親
権
者
と
し
て
の
地
位
を
離
婚
前
の
よ
う
に
惇
保

す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
第
川
帝
l

「
糾
権
」
第
一
節
「
総
則
」
に
置
か
れ
る
八
一
九
条
の
文
百
で
は
、
協
議
雌
婚
に
せ
よ
裁
判
離

婦
に
せ
よ
、
離
婚
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
は
、

に
お
い
て
は
、
「
・
組
権
を
行
う
者
」
と
い
う
表
現
で
統
－
き
れ
て
い
る
つ
こ
れ
ら
の
丈
一
吉
の
伎
い
分
け
に
忠
実
に
解
釈
す
れ
ば
、
親
権

一
方
を
「
親
株
者
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
市
第
一

μ即
「
親
梓
の
効
力
」

（の
帰
属
）

と
料
棒
行
使
と
を
収
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
効
力
を
持
た
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
「
説

権
の
効
力
ー
と
題
す
る
的
に
お
い
て
親
権
行
使
者
に
つ
い
て
し
か
定
め
て
い
な
い
の
は
、
親
権
（
帰
属
）
者
す
な
わ
ち
親
権
行
使
者
で

あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
法
に
お
い
て
は
そ
の
立

義
は
小
さ
い
と
考
え
る
平
説
が
多
数
あ
る

A
hで
、
区
別
を
必
要
あ
る
い
は
布
抗
と
考
え
る
平
説
も
布
力
祝
さ
れ
て
き
て
い
る
。
後
者

のよ
引
力
説
は
、
離
婚
に
よ

っ
て
他
方
親
の
糾
権
は
完
全
に
失
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
お
帰
属
し
て
お
り
、
単
に
親
権
の
行
使
が
妨
げ

ら
れ
る
と
理
解
す
る
つ
こ
の
説
は
主
に
、
離
婚
後
、
単
独
親
権
者
と
定
め
ら
れ
た

一
方
の
親
が
死
亡
し
た
際
、
他
方
親
の
親
権
が
復
活

（阪大法学）日［） (2 1日4):o川



す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
後
見
が
開
始
す
る
の
か
と
い
う
論
点
に
一
つ
の
解
容
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
、
学
説
は

次
の
凶
説
が
対
立
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
①
長
見
開
始
説
に
よ
る
と
、
離
婚
な
ど
に
よ
っ
て

「
説
権
有
で
な
い
と
定
ま
っ

た
凱
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
親
権
者
た
る
資
倍
を
一

hb失
っ
た
か
た
ち
に
な
る
L

た
め
、
八
一
：
八
条
に
い
う
「
親
権
者
の
な
い
坊
合
と
し
て
後
日
比
が

刷
始
す
＆
」
仁
他
方
親
は
不
迫
性
が
原
因
で
親
権
者
と
た
め
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
の
だ
か
ら
、
組
権
の
複
活
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
他
方
親
は
後
見
人
と
し
て
耽
設
教
育
に
内
た
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
到
。
②
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し

今
命
以
Hて

秘
権
当
然
復
活
説
、
が
主
張
さ
れ
る
つ
こ
の
立
場
は
、
離
併
な
ど
に
よ
っ
て
単
独
親
権
と
山
止
め
ら
れ
る
の
は
使
官
的
仕
措
置
に
過
ぎ
ず
、

親
権
者
と
定
め
一
戸
つ
れ
な
か
っ
た
親
の
親
権
は
停
止
恭
し
く
は
師
版
状
態
に
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
単
独
組
権
者
の
妃
亡
に
よ
っ
て
こ
れ
が

当
然
に
佐
川
し
、
後

μが
開
始
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
υ

③

「後

μ閣
始
説
に
よ
れ
ば
親
権
者
と
し
て
適
切
な
親
も
後
見
人
と
な
る

フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

ほ
か
な
く
、
訓
権
復
活
説
に
よ
れ
ば
親
権
者
と
し
て
－
小
適
切
な
親
J
3
l然
に
耕
権
者
と
な
っ
て
し
ま
い
、
と
も
に
会
小
都
ム
円
で
あ
る
と
す

る
と
、
親
権
者
と
し
て
適
切
な
親
に
か
ぎ
っ
て
判
権
者
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
解
決
で
あ
乱
」
と
し
て
、
親
権
者
指

定
－
変
更
の
条
『え

（八

一
九
条
烹
項
、
じ
ハ
項
）
を
適
用
な
い
し
数
推
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
が
親
株
凶
復
説
で
あ
る
c

こ
の
説
は
、
さ

ら
に
今
一
つ
に
分
か
れ
、
①
l

白
は
、
単
独
親
権
は
使
｛
口
p
h
の
措
置
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
単
独
親
権
者
が
死
亡
す
れ
ば
、
止
し
存
親
が
鋭
権

・2」

者
と
し
て
の
資
格
を
復
活
し
、
親
権
者
変
更
蒋
判
を
経
て
親
権
者
と
な
る
と
し
、
③

b
は
、
科
権
制
限
阿
復
説
と
呼
ば
れ
、

後
見
人

選
れ
い
前
に
限
っ
て
親
権
者
変
更
を
認
め
る
と
す
る
。
「
後
見
ど
親
権
と
を

K
別
す
る
民
法
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
父
ま
た
は
母
の
酢
川
護

教
育
の
職
分
は
で
き
る
だ
け
親
権
者
と
し
て
行
使
さ
せ
る
こ
と
が
凶
民
感
情
に
適
す
る
l

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
c

eE
J一

実
務
で
は
、
従
来
は
学
説
・
刊
例
と
も
後
見
開
始
内
定
説
、
が
右
山
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
、
ポ
成
年
彼
見
、
が
刷
始
す
る
こ
と
を
肯
定

か
つ
親
権
者
従
史
中
じ
げ
も
認
容
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
審
判
例
が
多
い
」《

実
務
の
こ
の
よ
う
な
被
い
も
ま
た
、

し
た
上
で
、

親
権
の
侃
属
と
行
使
と
を
区
別
し
て
与
え
る
と
珂
論
構
造
は
説
明
し
易
い
、
副
権
者
公
史
、
か
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
権
に
閑

（阪大法学JGo (2 155) :191〔2010.7〕
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す
る
何
ら
か
の
権
限
が
な
お
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
し
か
し
、

日
本
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う

い
ず
れ
に
ぜ
よ
、

な
親
権
問
属
者
は
、
あ
く
ま
で
潜
在
的
な
税
権
を
持
つ
に
す
、
ぎ
、
す
、
顕
十
社
化
し
た
親
権
を
持
つ
親
権
者
、が
死
亡
等
に
よ
っ
て
親
株
安
」史

前

失
し
た
場
合
に
復
活
・
阿
復
す
る
と
い
う
の
で
為
っ
て
、
潜

h

仕
的
親
権
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
権
利
義
務
が
認
め
ら
れ
る
ー
と
い
う
性
質

一純一コ

の
も
の
で
は
な
い
c

ま
た
、
親
権
の
帰
属
と
行
使
と
い
う
区
別
が
円
パ
体
的
に
関
連
す
る
の
は
、
肉
親
問
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
第
三
者
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
ο

2 

フ
ラ
ン
ス
法

フ
ラ
ン
ス
の
委
譲
制
度
は
、
現
権
の
号
己
主
広
（
帰
属
〕

と
行
使
と
い
う
恒
別
が
第
ム
二
者
と
の
肉
係
で
重
要
と
な
る
υ

そ
の
区
別

が
中
l
事
者
に
も
た
ら
す
権
利
義
務
周
係
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
。

¥1 ) 

安
譲
者
の
地
位

委
譲
に
よ
り
、
副
権
の
行
慢
が
被
委
譲
者
に
移
さ
れ
た
場
合
、
委
譲
者
に
は
監
督
権
が
認
め
ら
れ
る

七
者＼
パ、
の

の

第
凶
I自I却

参
照
）
心
二
仁
三
条
の
二
の
一
は
、
両
親
の

一
方
に
よ
る
単
独
行
使
の
場
合
に
つ
い
て
ど
め
た
条
『
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
委
譲
の
場
介

に
も
直
川
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
委
譲
有
で
あ
る
両
親
は
、
ソ
ナ
の
養
育
及
び
台
成
を
監
督
す
る
権
利
義
務
を
負
う
ω

監
督
権
を
有

す
る
者
は
、
他
ん
叫
が

f
の
利
品
に
お
い
て
そ
の
任
務
を
逆
行
し
て
い
る
か
百
か
を
最
督
し
、
そ
の
行
為
が
不
適
切
で
あ
る
と
判
断
す

’
m
－
 

れ
ば
、
裁
判
所
に
そ
の
是
非
を
審
理
す
る
よ
う
訴
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
。
そ
の
範
囲
は
、
学
校
坐
活
や
職
業
、
あ
る
い
は
精
神
的
・
宗

教
的
な
こ
と
が
ら
、
健
康
、
安
全
、
道
徳
な
ど
、
子
の
す
べ
て
の
牛
柄
上
の
養
成
に
及
ぶ
が
、
子
の
行
為
に
つ
い
て
の
決
定
や
流
可
、

禁
止
な
ど
の
権
利
義
務
は
監
督
権
に
含
ま
れ
な
い
c

こ
れ
が
、
純
で
あ
り
親
梓
の
岳
己
田
町
内
〔
帰
U

偶
者
）
で
あ
る
委
一
謀
者
と
、
初
権
の

行
使
者
と
な
る
被
安
一
謀
者
の
関
係
に
つ
い
て
も
辿
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
4

ま
た
、
親
権
行
使
者
は
、
制
権
行
使
を
し
な
い
親
に
対
し
て
、

「
の
生
活
に
悶
す
る
重
－
袋
な
選
択
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（一て七二
一条
の
二
の
一
）
。
つ
ま
り
、
被
委
一
読
者
は

（阪大法学）日［） (2 1日6):o日2:zo10. 7: 



委
譲
者
に
付
し
て
情
報
提
供
リ
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

－h
持
d

l、

（両
）
裂
は
親
権
を
行
使
し
な
く
な
る
が
、
親
権
を
行
使
し
な
い
鋭
は
、
な
お
除
督
権
だ
け
で
は
な

委
譲
に
よ
り
、
委
一
読
者
で
あ
る

く
親
子
悶
係
に
基
づ
く
特
権
を
布
し
、
さ
ら
に
了
と
の
個
人
的
閃
係
を
育
む
権
利
も
保
持
し
て
い
る
。
前
者
に
は
、
婚
姻
に
対
す
る
両

立
梓
二
阿
八
条
）
、
未
成
年
解
放
の
請
求
権
（
凶
一
会
一
一
条
の
二
）
、
養
子
縁
初
に
対
す
る
同
立
権

（今
一
一
凶
八
組
）
が
含
ま
れ
て
い
る
c

こ
れ
ら
の
権
利
は
少
し
特
殊
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
羽
下
関
係
が
そ
の
存
在
の
松
拠
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
権

利
に
つ
い
て
、
誰
が
行
使
で
き
誰
が
で
き
な
い
か
と
い
う
、
親
権
計
伎
の
態
様
を
め
ぐ
る
間
揺
は
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
u

河
川
机

の
み
が
親
権
の
岳
巳
巳
お
（
帰
属
者
）

で
あ
り
、
親
権
の
吾
ロ

E
B
〔
帰
属
有
〕

の
み
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
υ

し
た
が
っ
て
、
と
れ
ら
の
権
利
は
委
譲
者
で
あ
る

（珂
）
親
だ
け
が
有
し
う
る
権
利
で
あ
り
、
被
安
一
識
者
で
あ
る
第
三
者
が
こ
れ
を

フランス法における親梓の第二在への・11ロ安 （千二）

行
使
す
る
可
能
慨
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
の
多
く
は
、
上
に
挙
げ
た
＝
一
つ
の
権
利
の
う
ち
、
養
子
総
組
に
対
す
る
同
立

住
は
委
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
の
、
婚
姻
に
対
す
る
同
意
権
及
、
び
未
成
年
解
放
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
委
譲
が
可
能

一明
、

で
あ
る
と
抑
附
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
政
中
で
、
委
譲
の
対
象
と
な
る
梓
利
義
務
の
門
零
に
つ
い
て
唯
一
規
定
き
れ

－E
A
 

ハU

て
い
る
の
は
、
「
未
成
年
者
の
愛
子
縁
組
に
同
意
す
る
権
利
は
安
一
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
「
三
七
七
条
の
一
t
）
と
い
う
こ
と
だ
け
で
バ

『
向
山

・

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
親
権
を
憐
成
す
る
権
利
義
務
は
、
益
了
材
組
に
対
す
る
同
意
権
を
除
い
て
、
す
べ
て
委
譲
き
れ
川

8

日

る
と
苧
え
る
と
と
が
立
法
者
の
意
凶
で
あ
る
と
刑
判
解
き
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
二
つ
の
権
利
の
中
で
委
譲
者
に
残
さ
れ
る
の
は
、

H
P
hリ

リ
庁
ナ大阪

養
）
十
縁
刺
に
付
す
る
同
志
権
だ
け
と
い
う
と
と
に
な
る
c

そ
れ
は
ー
養
子
縁
組
、
が
法
的
親
）
十
悶
係
の
変
更
を
意
味
し
て
い
る
た
め
に
、

両
親
に
…
川
同
保
さ
れ
る
章
一
裂
な
梓
利
、
だ
か
ら
で
あ
る
c

「
原
則
と
し
て
、
安
譲
は
，長
子
縁
机
へ
の
踏
切
台
と
す
る
と
と
は
で
き
な
い
し
、

－U
I山
d

し
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
被
委
譲
者
は
、
両
親
が
い
意
凶
的
に
無
関
心
で
あ
り
、
両
親
が
い
奈
子
制
紅
に
対
す
る
同
意
を

で
二
一
山
八
条
の
六
）
υ

他
方
で
、
安
7
7
縁
組
に
刈

花－
h
口
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
養
親
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
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す
る
同
意
権
だ
け
で
な
く
、
婚
姻
に
対
す
る
同
志
権
及
び
未
成
年
附
放
の
詰
求
権
に
つ
い
て
も
委
譲
は
不
可
能
で
あ
る
と
併
す
る
説
も

あ
る
、
こ
の
説
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
定
め
る
芥
条
文
の
丈
ニ
一
凶
に
ぷ
日
す
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
州
に
対
す
る
同
意
権
を
定
め
た

前

一
四
八
条
は
、
「
末
成
年
者
は
父
母
の
同
意
な
く
婚
胴
を
締
結
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
・
：
」
と
定
め
、
未
成
年
解
放
の
請
求
権
に
つ
い

て
定
め
る
川
一
一
一
一
条
の
二
第
－
一
頃
は
、
「
・
：
こ
の
解
放
は
、
父
母
若
し
く
は
そ
の
一
力
の
請
求
に
止
当
な
理
山
が
あ
れ
ば
、
後
見
法
判

官
が
言
い
渡
す
こ
と
、
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
条
文
中
で
は
、
「
親
桂
を
行
使
す
る
者
」
と
い
う
去
現
で
は
な

く
、
「
父
吋
ー
と
い
う
よ
衣
羽
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、一ム

4
0
条
や
社
会
政
策
・
家
族
法
山
川
ハ
工

二
－
四
条
の
八
な
ど
の

間
一
怯
的
な
委
譲
で
な
く
と
も
、
r
h

安一議
が
親
権
の
吾
ロ
－

EHh
〔
帰
属
）
を
対
象
と
し
て
い
る
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
つ
ガ
レ
イ
ユ
は
、

こ
の
こ
と
を
、
訪
問
権
に
閲
す
る
以
＋卜
の
判
例
か
ら
説
川
判
し
よ
う
と
す
る
つ

ま
、
ず
、
訪
問
権
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
れ
訪
問
権
は
、
一
一
仁

A

一
ず
粂
の
こ
の
－
第
一
－
一
以
に
基
づ
い
て
、
親
権
を
行
使
し
て
い
な

い
親
に
も
認
め
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
に
し
か
し
、
こ
の
権
利
は
ま
た
、
一
一
七
会
条
の
圃
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
人
的

交
際
に
関
す
る
栓
利
で
あ
り
、
了
の
利
低
に
比
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
隈
り
、
親
権
の
吾
三
回
一
月
〔
帰
属
者
〕

で
な
い
親
に
も
留

川
附
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
為
る
υ

こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
訪
問
権
の
委
譲
が
な
さ
れ
た
事
例
に
関
し
て
、
政
一
段
佐
は
、
父
親
に
訪
問

権
、
が
訟
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
委
譲
は
必
然
的
に
部
分
委
一
哉
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
判
一
ぶ
し
て
い
る

九
作
判
決
）。

こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
委
一識
が
親
権
の
行
使
し
か
刻
象
と
し
な
い
と
刑
判
解
す
る
こ
と
は
岡
雑
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訪

（
一
九
八

問
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
親
権
の
雲
己

2
6
〔
帰
属
者
〕

で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
親
権
を
全
く
行
使
し
て
い
な
く
て
も
父
母
に
認
め
ら

れ
る
権
利
で
あ
る
c

た
と
え
ば
親
権
の
行
使
を
剥
奪
さ
れ

（一
一
七
三
条
）
、
委
譲
肴
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
に
も
、
訪
問
権
は
認

め
ら
れ
る
£
し
た
が
っ
て
、
訪
問
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
委
一
識
が
部
分
的
で
あ
る
と
い
う
論
珂
は
成
J
－
し
な
い
コ
つ
ま
り
、

号
己
主
広
〔
帰
属
〕

に
某
づ
く
訪
問
権
が
、
親
権
の
桁
使
だ
け
を
汁
象
と
す
る
委
譲
の
範
阿
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の

（阪大法学）日［） (2 1日8):o!J4 :zo10. 7: 



で
あ
る
υ

こ
れ
に
対
し
て
、
委
一
議
は
行
使
だ
け
で
な
く
巳
Z
E
E
H
b
〔
帰
属
〕
も
対
象
と
し
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
例
の
論

mは
通

る
こ
と
に
な
る

3

訪
問
権
に
閲
し
て
は
、
親
権
の
三
三
笠
5
〔
帰
属
者
）

で
な
く
な
っ
た
者
に
も
、
」
一
七
一
条
の
凶
に
本
づ
い
て
訪
問
権
を
認
め
る
こ

と
が
呼
能
で
あ
る
G

そ
の
た
め
、
委
誌
が
親
権
の
吾
己
主
芯
〔
帰
属
〕
を
汁
象
と
す
る
の
で
あ
れ
、
親
権
の
行
使
の
み
を
対
象
と
す

る
の
で
あ
れ
、
訪
問
権
に
関
し
て
、
委
譲
者
た
る
両
親
の
法
的
地
作
に
そ
れ
ほ
ど
追
い
は
な
い
。
訪
問
権
以
外
で
訓
権
の
己
E
Z
5

〔
帰
属
昔
）
に
認
め
ら
れ
る
権
利
義
務
と
し
て
は
、
下
が
ほ
所
か
ら
離
れ
る
場
合
に
必
要
な
両
親
の
リ
江
川
町
が
あ
る
。
三
七
一
条
の
一
六
は
、

「
チ
は
、
父
母
の
許
可
な
く
家
族
の
家
ー
を
土
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
法
律
が
必
要
と
｛
一
止
め
る
場
令
で
な
け
れ
ば
、
チ
を
そ
の
家
か

フラ ンス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

ら
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い」

と
規
定
す
る
。
判
権
の
再
三
日
R
〔
帰
属
者
〕
た
る
両
親
は
、

J
J
を
家
に
一
民
す
た
め
に
、
あ
る
い
は

f
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
第
一二者
を
住
め
る
た
め
に
、
公
権
力
を
刷
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
民
法
典
の
枠
外
で
も
、
医
療
行
為
に

関
し
て
、
組
権
を
行
使
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
親
権
の
壬
巳

5
・白〔
帰
属
者
〕
に
決
定
住
恨
を
認
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
れ

親
権
の
ロ
再
三
呂
志
〔
掃
属
〕

で
は
な
く
、
親

f
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
株
利
義
務
も
あ
る
心
養
育
リ
義
務
と
扶
養
義
務
が
そ

れ
で
あ
り
、
委
譲
後
も
両
親
に
諜
ぜ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
一
食
古
義
務
の
松
拠
は
、
次
の
脱
走
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
＝
一
七
七
条
の
今
一
は
、

そ
の
第
二
項
で
、
「
了
の
返
還
が
父
母
に
認
め
ら
れ
る
場
合
、
家
族
事
件
裁
判
山
刊
は
、
そ
れ
ら
の
者
が
同
窮
者
で
な
い
と
き
に
は
、

V

委

『
羽
引
d

育
の
費
川
の
〈
下
部
ま
た
は
一
部
の
償
還
を
そ
れ
ら
の
者
の
負
担
と
す
る
し
と
定
め
る
、
さ
ら
に
、
」
一
七
一
条
の
二
第
‘
項
に
お
い
て
も
、

未
成
年
千
が
成
年
に
な
っ
て
も
、
巾
l
然
に
は
こ
の
義
務
は
停
什
し
な
い
廿
が
立
め
ら
れ
て
い
る
c

こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
両
親
の
子
に

対
す
る
養
育
義
務
は
、

現
権
と
は
関
係
な
く
初
了
関
係
に
骨
格
づ
く
義
務
で
あ
る
と
百
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

故
に
、
被
委
譲
者

は
両
親
に
対
し
て
、

7
J
の
世
話
に
か
か
る
養
育
費
、
を
訂
ぶ
す
る
こ
と
が
で
き
る
c

ま
た
、
扶
養
義
務
も
・
組
下
関
係
に
某
づ
く
棒
利
義
務

で
あ
り
、
両
副
と
了
の
相
会
与
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て

（
一O
七
条

宇
項
）
、
委
譲
に
よ

っ
て
当
然
に
は
な
く
な
ら
な
い
っ
両
親
は
、

阪大法学JGo (2 159) :19S〔2010.7〕



~l1. 

ご
刻
一

向
ら
に
課
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
義
務
を
尊
重
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
’
利
権
を
委
譲
し
た
両
親
も
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
ν

「＋

u
e

財
産
管
理
権
も
－
向
説
に
残
る
と
4
4
d
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
財
単
一
管
理
は
、
単
純
財
産
管
珂
と
裁
判
所
の
除
叔
門
下
の
財
産
管
理

前

と
に
区
別
さ
れ
る
の
前
者
に
つ
い
て
、
二
一
八
九
条
の

一
は
「
財
産
管
理
は
、
阿
親
、
が
親
権
を
共
同
で
行
使
す
る
と
き
に
は
、
単
純
で
あ

る
」
と
定
め
、
後
者
に
つ
い
て
、
一
一
八
九
条
の
－
一
は
、
「
財
産
管
理
は
、
両
親
の
一
方
、
が
死
亡
し
、
又
は
親
権
の
行
使
を
剥
存
さ
れ
た

と
き
は
、
裁
判
所
の
耽
督
下
に
置
か
れ
る
0

・A
権
の
単
独
行
使
の
場
合
に
も
、
日
根
と
す
る
」
と
ど
め
て
い
る
。
親
権
行
使
の
態
様
に

よ
っ
て
そ
の
対
応
が
・
設
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

字
見
す
る
と
、
親
権
行
使
有
、

つ
ま
り
こ
こ
で
は
被
安
談
者
に
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う

に
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
、
財
所
管
川
内
権
は
両
親
に
～
山
内
保
き
れ
る
と
考
え
る
ν

す
な
わ
ち
剖

権
の
行
使
し
か
対
象
と
し
な
い
一
時
的
な
折
慌
で
あ
る
委
譲
は
、
財
産
首
相
州
権
に
は
影
響
し
な
い
υ

反
刈
に
、
一
二
七
七
条

項
や
一
一
ム

。
条
、
社
会
政
京
・
家
肱
法
川
内
L
会
二
－
同
条
の
八
な
ど
組
権
の
三
三
吉
広
〔
帰
属
〕
を
対
象
と
す
る
委
譲
は
、
財
産
管
理
権
を
も
委

設
さ
ぜ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
c

財
’
佐
官
珂
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
親
権
の

Z
E
E
B
〔帰
υ偶
者
〕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

－
HM
d
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
僻
す
る
別
府
は
、
ま
ず
三
烹

O
条
に
つ
い
て
、
交
了
縁
組
に
対
す
る
同
意
格
ま
で
失
っ
た
親
に
ノ
十
の
法
定
代
珂

を
務
め
き
ぜ
る
の
は
詐
論
理
的
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
次
に
、
」
一
七
ヒ
条
二
項
及
び
社
会
政
策
・
家
族
法
典
L
一
－
一
宇
山
条
の
八
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
条
丈
は
委
譲
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
後
見
も
選
択
可
能
な
要
件
を
胤
ハ
止
し
て
い
る
の
後
見
が
開
始
す
る
と
、
後

見
人
が
法
定
代
珂
人
と
な
る
た
め
、
而
v
説
に
財
一
昨
一
管
理
権
を
残
し
た
ま
ま
後
日
比
が
開
始
す
る
ど
い
う
こ
と
は
あ
わ
え
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
の
解
釈
に
従
う
と
、
令
部
委
譲
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
財
産
管
別
人
で
あ
る
委
譲
者
は
、
「
法
律
又
は
慣
習
が
未
成
作
者
自

身
で
行
動
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
の
比
一
事
行
為
に
つ
い
て
米
成
年
者
を
代
到
す
る
」
（
一
て
八
九
条
の
一
：
）
こ

md 

と
に
な
る
－
と
こ
ろ
が
、
実
務
上
は
、
こ
の
よ
う
に
弟
会
三
者
の
h
l
で
生
活
し
て
い
る
場
合
に
は
、
財
件
管
川
崎
権
も
第
－
二
者
に
よ
っ
て
行

使
さ
れ
る
こ
と、が

‘
般
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
ν

後
見
ま
た
は
特
別
代
坪
人
制
度
が
刷
い
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
財
産
管
珂
権

（阪大法学）日［） (2 160）日間



は
父
吋
の
み
に
そ
の
権
限
が
あ
る
が
、
実
際
に
了
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
の
が
第
三
者
で
為
る
以
上
、
そ
れ
が
使
｛
口
的
で
あ
る
た
め

h

山
凶
）

と
さ
れ
る
】

こ
ζ
ま
で
、
移
転
委
誌
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
委
一
説
者
に
残
さ
れ
る
権
利
義
務
に
つ
い
て
、
原
則
と
さ
れ
る
全
部
委
譲
の
場
合
を
恕

「
印
w
e

｛
疋
し
て
論
じ
て
き
た
c

し
か
し
、

J

一古川

O
条
や
社
会
政
策
・
家
技
法
的
ハ
L
A
二
一
同
条
の
八
な
ど
の
間
接
的
な
云
譲
を
除
き
、
家
族
事
件

裁
刊
官
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
部
分
委
譲
も
可
能
で
あ
る
。
部
分
委
譲
の
場
合
に
は
、
両
親
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
梓
利
義
務
以
外

に
も
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
全
部
委
訣
に
つ
い
て
被
委
譲
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
義
務
の
部
分
で
も
あ
る
υ

そ
の
こ

と
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
に
、
移
転
委
譲
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
被
委
譲
有
の
法
的
地
位
を
口
凡
る
こ
と
で
、
部
分
委
誌
に
お
け
る
安
一
議

者
の
権
利
義
務
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
合
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
検
討
す
る
。

フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

｛
花
）
－
九
六
－
二
年
会
二
H
A
I法
伴
以
前
は
、
具
体
的
ぽ
期
間
制
限
は
な
く
、
「
長
期
間
」
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
変
件
で
あ
っ
た

一

九

－
六
午
八
月
十
礼
日
の
法
伴
第
会
C
条
一
一
－
思
・
川
羽
）
C

（町
内
）
二
五
つ
条
寸
辰
一
本
文
多
照
／
二
一
項
愛
情
の
つ
な
が
り
の
維
持
に
必
要
な
関
係
を
了
と
の
刷
で
保
持
し
な
か
っ
た
丙
羽
は
、
そ
の
チ

に
つ
い
て
明
ら
か
に
無
関
心
で
あ
一
る
と
み
な
ぎ
れ
る
。
／
一
会
項
格
／
四
原
本
条
第
一
頃
に
定
め
ら
れ
る
矧
問
中
に
、
家
族
構
成
員
が
チ
の

析
活
を
引
き
去
け
る
こ
と
を
求
め
、
か
っ
、
こ
の
請
求
、
が
子
の
利
益
に
合
致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
介
は
、
選

F

来
は
五
一
存
さ
れ
な
い
c

／
五
項

裁
判
所
は
、

f
、
が
遺
’
放
さ
れ
る
こ
と
を
己
い
渡
す
と
き
、
同
じ
決
定
に
お
い
て
、
，
ナ
に
関
す
る
’
淵
梓
の
梓
利
を
、
子
を
受
入
れ
た
、
リ
ゾ
人
は
4
J
が

委
ね
ら
れ
た
児
京
社
会
援
助
機
関
、
施
設
、
個
人
に
委
談
ナ
る

Q

／
よ
項
略
。
」

（
一
川
」
た
だ
し
、一ム－
4
0
条
に
よ
っ
て
泣
奈
川
且
一
］
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
然
に
は
養
子
縁
組
の
同
意
し
し
は
み
な
さ
れ
な
い

（叶
の
ご
し
E
K

いE

コ
＝
〈

2
d
d
F
『o
－
喧
斗
5

・ロ・一唱、司
z

u

品
屯
占
ゆ
コ
＝
岬
O

J『
4

℃戸時匡『。白ロ
）pu

（花｝

．二
判
七
条
「
以
卜
の
者
は
義
下
に
き
れ
う
る
、
／
ム
は
す
父
は
又
は
刻
拡
会
が
そ
の
者
の
た
め
に
有
効
に
養
子
縁
組
に
川
意
し
た
，ナ
じ
／

二

号

国

の
被
後
見
子
υ

／
ニ

5
一－丘
O
条
が
定
め
る
条
件
に
お
い
て
道
交
が
宣
言
さ
れ
た
子
υ
」

（
河
）
（
H

－

zgココ
n
F
g勺
ヨ
コ
。
叶
刊
M
3
・コ。－
U
M
一
戸
白
勺
3
円相円
2
0
コ
仏
刊
一
印
日
XW39ココ円
ι刊一
a刊
コ
伊
三
口
。
三
お
お
担

3
3コ
Z
a
Y
2・
己
目
白
↓
刊
可
申
t
m’

（阪大法学）(j() (2 lfil) :.;97〔2010.7〕
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フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

（∞∞）

』
山
田
力
日
百
三
官
民
冨

U
C
Z
N
U
E
3
m
w
口
O
石川山
ou
可
お

（

mm
）

会
二
七
二
条
は
、
二

O
O－
－
年
改
止
前
に
は
、
親
権
行
使
剥
奪
原
判
と
し
て
、
川
つ
の
場
合
を
定
め
て
い
た
っ
す
な
わ
ち
、
一
は
す
で
は
親
が

「そ
の
無
能
力
、
小
布
、
述
内
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
す
べ
て
の
原
附
に
よ
っ
て
、
山
ら
の
意
思
を
衣
が
で
き
る
状
態
に
な
い
場
合
に
、
会
会

サ
で
は
「
v

忠
則
第
一
款
に
ど
め
た
奴
別
に
従
い
、
そ
の
権
利
の
委
譲
に
同
意
し
た
場
作
一
に
、
一
号
で
は
「
一
水
族
の
辺
棄
の
さ
ま
さ
ま
な
事
唄

の
－
つ
に
つ
い
て
有
罪
判
状
を
受
け
、
か
っ
、
少
な
く
と
も
六
ヵ
月
の
別
問
中
に
そ
の
義
務
を
引
き
受
げ
る
こ
と
を
再
開
し
な
か
っ
た
場
介
」

に
、
川
号
で
は
「
湖
権
の
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
取
卜
げ
の
判
決
が
羽
に
対
し
て
宣
出
さ
れ
た
場
介
に
、
モ
の
者
か
ら
引
き
上
、
げ
ら
れ
た
も

の
に
つ
い
て
」
、
v規
格
が
時
的
に
剥
奪
き
れ
て
い
た
に
二

O
の
二
年
の
改
止
法
は
、
そ
れ
ま
で
一
号
を
構
築
し
て
い
た
続
権
行
使
の
門
動
制

奪
の
可
能
性
し
か
定
め
な
か
っ
た
c

引い一－七
・二
条
－

U
の
v税
続
の
委
譲
と
同
問
ロ
す
の
以
ト
ぃ
げ
の
規
定
を
削
除
し
た
乱
出
は
、
親
権
の
委
譲
と
取

｜
げ
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
’
川
国
体
の
千
統
と
し
て
必
然
的
に
秘
権
ノ
灯
伎
に
乞
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
旧
二
七
一
－
条
の
参
川
県
が
無
用
で
あ
る
と

判
断
き
れ
た
た
め
で
み
る
。
ま
た
、
一
－
ば
す
の
川
除
座
間
は
、
そ
こ
で
定
め
ら
れ
た
前
則
と
し
て
の
臼
動
制
容
は
、
二

O
O－
年
法
律
で
強
く
印

象
づ
け
た
共
川
親
権
を
は
掃
す
稲
村
〔
立
法
者
忘
巴
〕

と
は
必
后
す
る
た
め
で
あ
る

へ円
。
ミ
2
7
2℃
Z
コ
2
2
a
a
コ
c
w圭
コ

｛
卯
）
た
だ
し
、
刈
視
の
う
ち
の
一
ん
の
み
が
で
一
七
一
－
条
の
適
刑
を
受
け
る
と
き
に
は
、
現
梓
ノ
汀
伎
は
他

h
に
帰
属
し
（
二
じ
三
条
の
一
c

（一

2
2
5
n
f
官邸宅
E
E
5
2
4
口
二
ω
も
参
一
階
…
）
、
こ
の
ぬ
合
に
は
二
七
七
条
二
項
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
心

（川
出
）
保
議
体
制
下
で
の
親
の
託
世
が
門
動
巾
に
親
権
行
使
の
史
失
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
斜
は
門
ら
の
意
思
を
表
一
り
で
き
る
状
態
に

な
い
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
位
）
向
。
巴
仰
い
日
吉
ユ
？
の
E「「。，円
E「H－n
E
E円一
5
コ己
2
5
5
2
z＝コ
z
ι
o
－uFC円O
R－－コ
ι
。

z－凶作
Z
Cココ
o
ι
o
－aoコ『
E
H
h
gコ円「
π
5
3
甘お「
2
2
v
百『再『

P
P
M
O
O
E
H
5
2＝’

U
E
C
N’
Z
E
E
Z
Z
玄
立
す
号
骨
心
EM
牛

O
寸

F
Z
2
〈

c－叫凶二川｛
5
Z
’コ
c
－5
－

（川町）

＋二
七
ニ
条
の

A

「
父
抵
の
一
方
が
死
士
し
、
又
は
説
権
の
れ
伎
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
他
ん
が
単
独
で
親
格
を
行
使
す
る
。」

（川
内
」
」
一
七
二
条
の
要
什
が
当
て
は
ま
る
場
ム
ー
に
は
、
後
見
が
開
給
す
る

（一－ん
O
条
一
項
「
後
見
は
、
父
母
以
方
が
死
亡
し
、
又
は
利
権
の
行

使
を
剥
μ
称
さ
れ
た
と
き
に
開
始
す
る
」
）
C

両
親
の
一
方
、
宗
L
く
は
両
親
共
に
親
梓
行
使
が
［
小
可
能
な
場
介
に
は
、
委
議
と
品
目
見
の
い
ず
れ
で

も
選
択
で
き
る
と
さ
れ
る
戸
内

Z
Z江口

c
F
z－ug
－－

c
z
g
＝
P
J出
。
た
だ
し
、
後
見
は
親
権
行
使
が
完
全
に
不
川
能
で
な
け
れ
ば
開
始
し

な
い
の
に
刈
し
、
委
訟
は
部
だ
け
行
使
が
不
可
能
な
場
合
に
も
肘
い
る
と
と
が
で
き
る
か
ら
、
委
認
は
、
羽
権
行
使
が
部
分
的
に
不
可
能
と

い
う
だ
け
で
あ
る
た
め
に
後
見
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
の
利
用
が
怨
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
学
リ
山
も
あ
る
（
「
。
ミ
刊

F
r
g日当戸コ。
z
－P
＝。
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フランス法における親梓の第二在への・11ロ安（千二）

（
政
）
（
一
伝
聞
の

H15岨
M－
c
Q
D
F叶口－
S
M
e
国
p
h

戸
田
口
江
ヨ
口
。
法
一
プ
ロ
芯
泊
以
唱
』
完
叫
唱
男
同
巴
乱
ぐ

3
3唱
勺
ピ
c
e
c
Z
』
ZmwZ即日
も

っ

と
も
、

と
の
判
決
は
失
権
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
失
此
惜
と
取
上
げ
の
速
い
は
衣
甜
引
が
安
更
さ
れ
た
と
い
う
以
だ
け
で
は
な
い
。

（
川
間
）
続
格
の
以
卜
げ
は
、
殺
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
嬰
一
素
を
持
つ
措
置
で
あ
る
、

（
川
）
社
会
政
策
・
夜
放
法
典
L

一
四
条
の
人
条
項
「
こ
の
請
求
は
下
の
初
益
に
ム
い
致
す
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
チ
の
監

護
を
チ
の
た
め
に
後
見
の
制
織
の
話
求
を
す
る
貞
務
を
負
う
請
求
者
に
委
ね
、
又
は
そ
の
者
に
親
権
の
権
利
を
委
認
し
、
（
国
の
被
後
見
子
と

し
て
の
l
ぷ
在
日
比
〕
許
可
命
令
の
取
消
し
を
円
い
渡
す
。」

A

川
）
ハ
い
－

zn－
コ
コ
円
「
円
ゆ
さ
勺
芸
コ
0
5
3・
コ
二
M
L
－

へ山）

－

U
且
↓

1

で
挙
げ
る
条
文
は
す
べ
て
H
本
民
法
と
す
る
4

（
出
）
正
停
に
は
、
「
父
付
が
ん
川
し
て
v秘
権
を
訂
う

（場
合
）
」
（
八
－

π条
）
、
「
斜
桜
を
行
う
父
え
は
は
」

（八
二
六
条
、
八
二
〈IJ
条
）
、
「
親
桜

を
行
↑
っ
た
者
」

へ八
二
八
条
、
八
一
三
一
条
）
と
い
っ
た
表
現
も
則
い
ら
れ
て
い
る
が
、
↑
親
権
を
行
う
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
共

通
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
意
味
が
あ
る
。

｛
川
以
）
我
妻
栄
・
前
掲
注
（
泊
、：
－
一一
A
Q
氏
、
久
貴
忠
彦
・
市
拘
注
（
川己

・
二
主
－
良
、
白
津

A
郎
H
松
川
市
毅
編

「基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル

幼
族
一
第
十
礼
版
こ
－
九
九
，
良

一梶
村
太
市
〕

MV心

（山
）
柳
川
昌
勝
「
潜
在
現
格
」
戸
籍
一

O
号
一

0
1
今一

耳、

制
蛙
チ
新
民
法
管
口
比

｛3
）」
ド
給
二
一
考
人
t
J九
耳
、
於
保
不
一
－
放
「
父

母
の
共
同
親
権
と
親
権
の
行
使
召
」
一
戸
籍
制
民
八

l
年
記
念
論
文
集

『身
分
法
と
－
戸
籍
』
「
帝
同
判
例
法
規
山
版
社
・
一
九
五
三
年
）

一
ム
ハ
七

頁
、
我
妻
栄
・
唄
孝
今
一
蹴
寸
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
川
町

、親
族
法
）
」
（
白
木
評
論
引
・
一
九
じ
の
一
年
）
〔
鈴
木
ハ
ツ
ヨ
〕
、
川
同
糾
「
親
の
林
利

と
，
ナ
の
利
任

一
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
現
代
家
族
法
大
系
編
集
委
員
会
編

『現
代
家
族
法
人
系
E
一
（
令
斐
問

・
九
七
九
年
）
一一一一

C
氏
、

山
本
正
出
・
崎
掲
注
（祁
了
一
－
一
耳
、
大
村
以
上
心

『家
族
法
（
第
一
二
版
辺

、有
斐
問
・

E
O－－

O
午
、
｝
一

O
四
百
等
コ

（
凶
」
巾
村
忠
「
わ
が
困
に
お
け
る
親
権
訟
を
め
ぐ
る
現
状
」
民
商

一
一
六
巻
川
H

左門勺

（二
0
0
仁
年
」
叫
こ
ん
封
。

（
山
）
学
り
似
の
紹
介

・
分
析
に
つ
い
て
は
、
凶
一
肌
学
「
現
権
者
の
指
定
と
変
更
」
山
畠
正
男
H

永
久
柿
編

『演
官
民
法

（親
族
）』
（吉
林
書
院

・

－
九
一
八
五
年
）
一
－
六
二
貝
以
下
、
刊
’同
止
男
「
単
独
親
権
者
の
死
亡
と
凋
椎
者
の
指
定

・
変
更
了
間
透
愛

一
・
太
一
凶
武
男
・
久
貰
応
彦
編
「
家

事
稀
判
事
件
の
研
究
（
1
、｝」
（
一
粒
社
・
九
八
八
年
）
ヰ
ヰ
七

ι

一
以
下
を
参
照
〆

（山
）
我
妻
栄
H
T
H
一
十
円
芳
枝

づ
親
波
法
・
桝
続
法
」
【日
本
－
前
論
社
・
一
九
五
二
年
）

A

一Y
ハ
『
ハ
買
っ
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（
別
）
こ
の
説
会
」
採
る
も
の
と
し
て
、
ほ
か
に
、
机
木
馨
「
親
族
法
一
司令
斐
閥
・
一
九
立
つ
年
－
二
一
人
耳
、
谷
は
知
ギ
「
v規
格
と
後
見
に
つ

い
て
」
一
身
分
法
と
一
戸
籍
L

つ
削
掲
注
「凶
））

一
一
一
山
耳
、
小
－
七
が
ん
「
詐
が
籾
格
者
と
な
る
か
L

中
川
台
之
助
教
長
越
凶
記
念
家
族
法
大
系
刊

行
委
員
会
編

『い
ぷ
族
法
大
系
V
」
（有
斐
悶
・
一
九
六
つ
年
）
五
冗
貝
、
村
町
満

「先
例
判
例
。刈
格
・
後
見
・
扶
養
法
（
州
市
補
版
一」
（
日
本
加

除
出
版
・
一
九
七
八
年
｝
－
三
頁
等
に

（
ω－
同
府
剛
「
親
権
一
星
野
英
一
編

「民
法
講
座
7
一
、合
斐
閑
・
一
九
八
四
年
）

一
凶
八
百
c

（
瓜
）
鈴
木
禄
弥
・
前
掲
一
汗
（引

7
一
六
九
貞

J

（
凹
）
久
門

μ知
用
l
H
中
川
uB之
助

『親
族
法
』
（イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
H

プ
ソ
ク
・
一
九
凶
八
年
」
一
七
良
、
山
本
－
止
窓
前
掲
注
一部
」
・

ム
［
立
貝
、

青
山
道
夫

『身
分
法
概
論
」
「
川
町
出
伴
文
化
社
－
－
九
主
一
年
）

会
八
人
向
九
州
J
n

（
別
）
山
由
凶
芹
男
・
前
回
開
抗
（
川
了

一
六
二
貞
心

（胤
）
於
保
不
雄
・
前
拘
作
（
市
て
－
九
民
こ
の
円
子
説
は
斜
桜
と
羽比
惟
公
判
伎
を
ド
別
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
独
親
梓
名
記
亡
に
よ
っ
て

阿
復
す
る
の
は
調
待
行
使
で
あ
っ
て
、
親
権
モ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
概
念
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
成
述
し
た
，

そ
の
ほ
か
、
西
原
道
雄

「
規
格
と
親
の
扶
養
義
務
」
仰
い
法
学
六
巻
一

H

ベ
勺

｛
A

九
－
丘
一
二
年
）
一二
1
－
貝
は
、
雨
続
の
閣
で
婚
姻
共
同
生
活
が
一
む
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
親
耕
作
は
一
方
だ
け
が
わ
い
、
他
ん
の
親
梓
は
そ
の
限
り
で
制
限
き
れ
て
洛
在
的
な
も
の
と
な
る
と
し
、
「
現
に
親
梓
を
わ
っ
て
い
る

視
が
死
亡
し
ま
た
は
親
権
を
失
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
制
限
が
除
去
さ
れ
る
か
ら
、
他
方
の
湖
は
全
面
的
に
羽
権
を
訂
似
し
う
る
に
ポ
る
へ
品
問

調
は
原
文
｝
」
と
す
る
の
そ
し
て
、
乙
の
考
え
方
を
「
親
権
の
弾
力
作
」
と
呼
ぶ
。
視
格
の
弾
力
れ
に
よ

っ
て
、
規
格
行
伎
の
障
害
と
な
っ
て

い
た
事
清
が
消
滅
し
、
「
続
拡
怖
を
行
使
し
う
る
よ
う
に
な
る
が
、
現
実
に
親
権
わ
使
占
と
な
る
た
め
に
は
」
「
親
権

「わ
使
）
名
の
指
定
ま
た
は

俊
史
の
山
林
判

の
手
続
き
を
委
す
る
と
考
え
る
ロ
舟
沖
一
郎

『家
弘
法
入
門
」
「’有斐
閣

・
九
六
川
年
）
二
六
人
民
、
明
山
和
夫
離
婚
後

の
税
格
と
監
必
l

民
商
目
立
一
二
巻
り

（
－
九
六
五
年
｝
‘
同
六
良
も
こ
の
立
場
で
あ
る

6

（邸
）
我
妻
栄
・
前
娼
注
（孔
）
・
＝

i
－H
ハ。

（
郎
）
我
妻
栄
・
前
掲
注
（社
）
・一
－一一

4
7
H（
、
同
府
剛
・
前
旧
拘
派
（
加
）
・
二
四
七
員
。

へ印
）

清
木
筋
「
親
権
を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」

μ
吋
丘
九
七
口

｛二
0
0六
年
」
一一一
O
頁
C
M
『同
例
先
例
親
放
法
刊
親
惟

』
へ日
本

加
除
出
版
・
－
O
O
C年
）

一
A

四
百
以
卜
で
υ
汁
細
な
事
例
紹
介
と
そ
の
分
析
が
わ
わ
れ
て
い
る
G

そ
れ
に
よ
る
と
、
親
存
省
変
更
に
関
し
て

は
、
附
利
二
0
年
代
頃
ま
で
は
後
見
開
始
説
が
下
流
、
四
0
年
代
附
掛
か
ら
湖
権
凶
復
説
に
山一
つ
山
静
判
が
現
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
後
見
人
と

前
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の
法
的
関
連
を
明
示
し
て
ー
お
ら
ず
、
制
限
凶
彼
此
か
無
制
限
凶
彼
此
か
に
判
断

Jr卜
す
要
素
は
な
い
五
0
年
代
に
入
り
、
対
制
限
凶
仮
説
に

立
つ
審
判
が
主
流
と
な
る
。
さ
ら
に
、
立
O
午
代
以
降
の
判
例
で
は
、
親
権
者
変
史
と
後
見
人
選
任
が
中
し
立
て
ら
れ
て
い
る
劫
合
に
、
町

E

を
比
較
衡
HE
し
た
ト
で
、
後
見
人
を
退
任
し
組
杯

ι変
更
申
立
を
却
下
し
た
一
事
例
が
多
い
と
い
う
へ
川
一
一
三
会
頁
）
、
》
つ
ま
り
、
実
務
上
、
「
後

見
人
選
任
後
で
あ
っ
て
も
、
牛
存
す
る
実
ー
認
に
親
権
者
を
変
史
す
る
こ
と
在
般
論
と
し
て
認
め
る
一
点
で
、
そ
の
白
身
が
当
然
に
親
権
訂
と

な
り
得
る
3

も
の
で
は
な
く
、
チ
の
福
祉
の
矧
点
か
ら
、
視
権
者
と
し
て
の
、
地
格
性
を
慎
重
に
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
」

｛川
一
一
－
一
一
：
頁
）J

町
刈
格
省
変
更
を
認
め
た
判
例
に
は
、
以
ド
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
相
対
劃
限
凶
綾
ぃ
川
仙
を
採
る
も
の
に
、
知
岡
山
本
小
倉
文
明
利
回
一

A

年十八

H
一

一
斗
川
家
月

A

一一
り
巻
二

一
号
九
七
民
「
段
権
阿
復
リ
胤
で
は
あ
る
が
、
制
限
M
復
説
か
無
制
限
回
復
説
か
は
不
明
）
、
仙
什
家
審
問
和
問
五
年

。

月
二
六
H
｛
氷
川
一
－
一
：
巻
二
号
一
九
耳
、
山
門
家
岩
国
文
春
昭
和
4
0
年一－－月－

O
H家
汁
二
七
本
］
会
二
号
五
八
頁
、
徳
’
U

両
家
審
昭
和
，
i
今
年
一

月
二
二

H
家
川
一
八
巻

。
号
’
ハ
・
ハ
頁
、
大
阪
｛
不
審
昭
和
立
午
六
川
一
八
U
家
日
月
一
一
九
一
巻
‘
号
七
九
良
、
名
卜
U
犀
有
余
沢
支
決
ぷ
月
二
九
巻

八
見
方
」
一
」
一
一
只
、
東
京
家
彬
川
町
制
冗
三
年
二
月
二

H
家月一会会

O
巻
九
円
勺
八
O
豆
、
釧
山
町
家
審
昭
羽
立
一
二
年
一
一
門
川
立
川
家
月
一
二
治
人
号
’
八
八

買
、
稲
川
家
小
八
斜
文
辞
昭
和
万
五
年
4
月
六

H
家
川
一
二
一

A

－
単
位
今
日
勺
七
O
耳
、
稲
川
町
決
昭
和
－
4
六
年
六
汁
一
万
口
一
忍
片
二
凶
巻
一
会
は
す
二
七
良
、

熊
本
地
入
代
支
審
昭
和
丘
六
年
八
刀
七
U
家
月
三
凶
引
ホ
ペ

A

号
丘
二
μ
、
福
凶
家
審
－
半
成
二
午

A

月
二
百
円
一
本
月
間
二
巻
人
万
七
四
良
、
凶
山

一
本
山
品
川
審
市
卜
成
一
生
l

六
月
会
八
日
山
本
月
刊
判
巻
・
ハ
い
り
七
六
向
凡
な
ど
が
あ
る
c

制
限
凶
復
税
を
採
る
の
は
、
新
潟

a
冬
長
岡
支
審
回
一
年
九
日
月
会

ム

u、
盛
岡川
家
安
昭
和
川
二
年
九
月
九

u家
月
－
一
O
巻
会
二
号
九
州
耳
、
松
山
家
管
附
和
四
七
住
五
円
ぺ
一
七
日
家
月
二
五
巻
烹
り
四
六
貝
、
判

タ
六
八

一
円
勺
七
七
百
、
点
京
家
寄
昭
和
同
九
宇
一
－
凡

A

一
今
川
家
月
一
七
巻
－
一
口
勺
五
二
以
な
と
a

な
お
、
非
刷
出
ー
ナ
の
（
単
独
）
税
権
省
の

一
化
亡
後
に
八
一
九
条
問
項
・
7
1
項
を
準
用
1
d

て
、
他
方
組
を
殺
体
作
名
と
指
定
し
た
審
判
例
と
し
て
、
川
県
以
家
審
昭
和
州
制
作
芥
月
九
日
家
川
凡
会
会

二
本
］
二
号
『
ハ
耳
、
大
阪
家
堺
支
審
昭
和
川
判
年
七
月
ム
九
川
判
時
五
『
ハ
八
号
入
山
良
、
仙
台
’
家
者
附
和
凶
七
年
二
月
一
け
家
打
二
立
巻
二
門ザ

－
O
T－－
H
ハな
ど
が
あ
る
ひ
一い
ず
れ
の
事
例
も
、
単
独
・
決
格
付
引
で
あ
っ
た
は
の
死
亡
後
に
父
が
認
知
を
し
て
い
る
コ
ま
た
、
父
は
そ
れ
ま
で
京

高
上
の
監
設
教
育
を
ね
っ
て
お
り
、
後
見
人
も
選
任
U

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
事
例
で
あ
る
の
）

（
別
）
も
っ
と
も
、
大
村
教
民
一
は
、
潜
心
的
ー
親
梓
に
よ
っ
て
扶
養
義
務
と
い
う
具
体
的
な
惇
利
義
付
税
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
れ
た
い
一
～
し
、
そ
れ

は
裕
存
的
親
権
に
よ
っ
て
何
、
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
の
一
側
而
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
で
は
な
い
c

（凶）

e

二
七
二
条
の
二
の

「

一
羽
下
の
利
益
が
そ
れ
を
命
じ
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
吋
刻
の
一
力
に
苅
権
の
行
伎
を
安
ね
る
こ
と
が
で

き
る
。
／
－
項
訪
問
及
び
宿
泊
の
権
利
の
行
使
は
、
市
大
な
理
由
に
よ
る
場
ム
ハ
し
か
、
他
方
の
殺
に
川
し
て
佐
木
門
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
，
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／
一
項
こ
の
視
と
子
と
の
法
的
関
係
の
泊
川
及
び
融
和
統
竹
が
ぶ
め
ら
れ
る
と
き
は
、
家
族
事
代
裁
判
官
は
、
そ
の
効
力
と
し
て
肘
判
定
さ
れ
る

交
流
場
所
に
訪
問
惟
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
ω

／
四
項
こ
の
苅
は
、
子
の
養
育
及
び
育
成
を
監
督
す
る
惟
利
及
び
義
務
会
｝
保
付
す
る

そ
の
者
は
、
「
の
生
活
に
関
す
る
重
大
な
透
釈
を
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
名
は
、
－
二
七
一
条
の
二
に
従
っ
て
そ
の
者
に
課
さ
れ

た
義
務
を
尊
主
、

J

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

（川
凶
｝
〈
ロ
EHd】

d
2
a
U『
♀
円
与
昂
－
PFHddニ－
ou
同J
H
Z
2開
5
0
w
M（｝
CJア
ロ
C
M
a

（
瓜
）
〉
。
。
三
戸
口
ロ
2
2
2
Z
町三口－
t
H
O
P
E勺
話

回

O戸
口
凶
｛
）
咽
口
。
ロ
凶
己
目

（印）

P
C
2
2
2
2
5
2
戸
町
己
n
F
F
H
O
P
Eヨ
白
口
。
8
u
c
e
口
。
コ
了
。
－

HNミ
旨
O口門戸二
u
m
Z
片品目
E
広
去
－
a
p
z
n
u
n
n
a
H
H
n
o己
主
n

gロ］出吋

ι－
p
g『
Cロ円同一ヨロ

ι刊で戸コ－
HRι
ロ
n
C己百一向

3
2
5三お一
vv
a
H
n－u
－
芝
山
プ
戸
一
六
MGAY
コ
C
二
a
司
↓
白
『
「
払

2

3
・4

川町コ
C
Eニ－
mfω
ロ同
v
g
＝
c
R
M
Y
コ
$

］｛｝
h

円以

前

（
郎
）
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
広
義
に
は
軟
骨
格
に
含
ま
れ
る
権
利
義
務
で
あ
る
。

（削）

両
親
の
一
方
の
み
が
委
譲
に
同
意
す
る
場
什
に
つ

い
て
は
、
一

1

l

y
－－
o

山
を
参
間
＝

（
m）
－
川
八
条
、
四

A

－
二
条
の

A

、
一
二
問
八
条
の
ぷ
は
、
す
く
後
の
木
文
中
に
記
し
た
内

（川
凶
｝
〉

C
C
E
Z
E己『冊目
H
Z

』

azrt－5
口
ayZRuz
＝む足凶（）
u＝c
凶一山凶

（
郎
）
裳
L
J
縁
’
粗
に
刈
す
る
川
忠
権
は
、
親
4
9
周
係
を
放
棄
す
る
吋
能
性
を
今
川
む
権
利
で
あ
る
弓

Z
E江口
m
r
a
E司
2
5
R
同

Ce
＝
av
－－戸）

J

な

お
、
養

P
十
a
縁
’
祉
に
対
ナ
る
川
玄
権
が
委
譲
す
る
乙
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
は
一
九
六
一
：
年
一
二
月
一
日
の
法
伴
か
ら
で
ふ
め
る
ひ
そ
の
た

め
、
一
九
二
八
年
の
セ

1
ヌ
山
車
裁
判
所
判
伏
で
は
、
父
権
全
体
が
て
〉
5
5
Z口
町
内
づ
与
一
五
戸
内
に
委
譲
さ
れ
た
場
合
に
は
、
－
八
八
九
年
法

律
一
九
条
及
び
二

O
条
に
基
つ
い
て
、
制
然
現
は
、

美
千
縁
’
絹
に
対
す
る

M
’vH叫
権
を
失
う
と
判
一
小
、いて
い
る
弓
ユ
σ
ち
ロ
『

2
Eロ
ヲ
号
区

間口一口円
aMAt
－回目
5
3
u
h
y
巴目

S
N甲・

NuhrwwzcF町
民
a印

mH4白己門司
）

（同）

（一－

Z
Eロロ口
F

E
℃片山口
OHO
凶0
・ロ
D

－O
H－

（
印
）
ハ
）
－

Z
2
2コ
円
「
円
喧
言
明
当
主
コ
0
5
U
3・
コ
二
一
－
－

へ

川

出

）

門

23切
れ
宅
－
R
’
M
M
q
n
H
C
σ
5
3斗
u
a
y
Z同
u
E－

】

C百
岱
（
｝

（川
）

会
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又
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又
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濫
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縁
組
を
青
い
渡
す
こ
と
が
で
き

（阪大法学）日0(2 Hi8) 404 '.2010. 7: 



る
よ

（山
）

ま

た
、

歳

未

満

の
J

十
の
義
下
縁
組
に
対
す
る
現
の
阿
ぷ
は
、
「
が
児
童
社
会
援
助
機
関
え
は
妥
チ
縁
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ら
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い
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」
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